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未就学児の交通安全についての動向未就学児の交通安全についての動向
昨年より追いかけてきましたトピックとな
りますが、昨年4月の池袋での事故や、5月
に大津市で保育園児ら16人が死傷した事
件を受け、未就学児及び高齢運転者の交
通安全についての緊急対策がまとめられ、
子どもが集団移動する経路の緊急安全点
検や、「キッズゾーン」の創設への動きとい
うことに言及がなされました。これを受け
まして、政府のこうした新たな取り組みを
踏まえた本市の動向や、緊急点検の状況
等につき、質問を行って参りました。
昨年12月の第五回定例会での質問におい

て、本市には174の危険個所が見つかった
との結果でありましたので、その後の対策
の進捗について質問を致しました。174の
危険個所のうちで、ハード対策が必要な
箇所は85箇所であり、そのうちの78箇所
までは、車止めのポールの設置等につき、
3月末までに完了する予定であること、
また、残りの7箇所につきましても、令和2
年度中の早期完了を目指して取り組みを
続けているとの答弁でした。
また、ハード面では対応できない危険個
所の対策として、来年度は新たに保育体制

強化事業の予算が計上されておりました
ので、その中身についても質問を致しま
した。具体的には、園外活動において子ど
もが集団で移動する際の安全確保を図る
ことと、保育士等の業務負担軽減を目的
とする国の補助事業を活用していく中で、
保育支援者を配置し、園外での見守りを
行う等の安全対策の充実・強化を図って
いくとのことでありました。
今後に渡り、子どもたちが巻き込まれる
ような事故がゼロとなるよう、市による全
力での取り組みを訴えかけて参ります。

平成30年度に新設された国民健康保険
の保険者努力支援制度は、保険者（自治
体）における医療費の適正化や被保険者
の予防・健康づくりの推進などの保険事
業等に対する取り組みを評価し、基準を
達成した自治体には国からの交付金を増
額するインセンティブを付与し、逆に基準
に達しなかったら減額するという制度で、
指標は多岐にわたりますが、わかりやすい
ものとして特定健診受診率は30％、特定
保健指導受診率は15％が増減の基準と
なっています。
本市の平成30年度の特定健康診査受診
率は26.4%、特定保健指導受診率は5.9%

となっており、減点対象とならない数値を
達成するためには、それぞれ6,315人及び
526人の受診者を増やす必要があります。
来年度においては、総額500億円の交付金
を全国の各市町村が獲得したポイント数
に応じて按分し、達成目標の未達成により
減点を受けますと、相対的に交付金額の
減額が起こり、保険料の増額その他の手当
によって減額分を補てんする必要が生じて
きます。今回の質問では、上記2つの減点
を含め、その他の指標については平成30
年度同等の結果であった場合、来年度の
交付金額に約2,300万円の影響が出ること
が予想される旨の答弁がありました。しかし

ながら、本市の現計画では、改善へのきっ
かけがなかなか見いだせない状況です。
そこで、他都市では糖尿病の重症化予防や
大腸がん検診の受診率向上等のケースで
既に導入されております「ソーシャルイン
パクトボンド」につき、検討状況その他を
質問致しました。いわゆる民間資金を活用
した事業を実施し、その成果額を自治体か
らの支払いの元手とすることで事業の効率
化を図る、という仕組みになります。答弁と
しましては、他都市の事例を注視しながら
効率的な事業の実施手法について検討して
いきたいというものでした。この点、引き続
き市の動向を注視して参りたいと思います。
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東日本台風関連
令和元年東日本台風に関連しまして、地
方税法の規定を受け、市民税・県民税及
び固定資産税・都市計画税の減免措置が
とられていることをご存知でしょうか。新
型コロナウイルス感染症の対策により、
確定申告の期限も4月15日まで延長され
ておりますので、ご存知ではない皆さん
は、是非ともこの機会に減免の適用の有
無につき、改めてお調べになられることを
お勧めします。また、所得税については
「雑損控除」を適用した場合のみ、令和2
年分の市県民税にも反映しますのでご確
認頂くとよろしいかと思います。

市税減免の適用件数及び減免額合計

令和2年2月末日時点で、市民税・県民税
で1,718件、約8,200万円の減額、固定資
産税等が1,244件、約2,000万円の減額

がそれぞれ行われています。しかしなが
ら、固定資産税等の減額が2,000万円と
いう数値を見ますと、市の固定資産税収入
額に比べていかにも少ないようにも思わ
れます。この点につき質問を致しましたが、
災害による固定資産税等の減免措置につ
きましては、災害発生日以降に納期が到
来する税額がその対象となり、今回は第3
期分及び第4期分のみが対象となったこ
とが一つの原因であるとのことです。ま
た、被害の主が建物の浸水被害であった
ため、課税対象である土地、建物のうち、
税額の低い建物が主な減免の対象となっ
たことの影響も大きいようです。

タワーマンションでの損害について

今回の固定資産税等の減免措置の対象
は、「床上浸水等の被害を受けた方」とさ

れています。例えば、タワーマンション
で、地下の電気設備等の浸水によって損
傷が生じたような場合、同様の損害が発
生しているようにも思えますが、この点に
ついてはどうなのでしょうか。
実際の質問に対する市の答弁では、建物
一棟に対する損害の程度を認定し、その
程度が一定以上である場合に、その程度
に応じて減免を適用するものであるた
め、今回のタワーマンションにおける各事
例につき一棟で判断した場合には、損害
の程度が僅少となり、減免の対象となら
ないとの説明がありました。
しかしながら、今回のタワーマンションの
実際の損害を見ますと、なんらの手当も
ないというのではいかにも不公平である
ように思われますため、この点のさらなる
検証につき、意見要望を出させて頂きま
した。

アンケートにご協力ください 下記にご記入いただき、FAX：044-330-1619（松川正二郎政務活動事務所）までお送り下さい。

松川正二郎政務活動事務所
〒211-0005
川崎市中原区新丸子町694-101
TEL：044-328-9619
FAX：044-330-1619 

川崎市議会議員控室
〒210-8790
川崎市川崎区宮本町1
川崎市役所 第2庁舎7階
matsukawashojiro@gmail.com

令和２年度、松川正二郎が現職の市議会議員として是非ともとりいれるべき施策
等ございましたらば、ご自由にお書き下さい。

現在、ご興味をお持ちの政策、優先的に実行すべき政策としてお考えのものを
チェックして下さい。

□子育て・教育　□雇用対策　□まちづくり　□その他　□医療・福祉　□中小企業支援
□防災・防犯　   □地域コミュニティ活性化　□道路・交通　 □行財政改革・議会改革

ご協力ありがとうございました。

多摩川丸子橋周辺河川敷でのバーベキュー問題
丸子橋周辺の河川敷では、以前よりバー
ベキュー利用の際のマナーやゴミ等につ
き、周辺住民の皆さんからは大きく問題
視がされておりました。昨年秋に予定さ
れていた「多摩川における新たな利活用
の可能性の実証に向けた社会実験」の
実施は、東日本台風のため中止となりま
したが、その後の対応について質問を致
しました。
1月29日の「第11回丸子橋周辺バーベ

キューに関する連絡会」において、対策
の一環として、試行的ではあるものの、
バーベキューが行われている国の管理地
の一部を市が一時的に占用し、河川敷の
市街地側についてはバーベキュー禁止
に、川側については民間活力導入による
にぎわい創出に向けた事業者公募を実
施する提案を行い、了承を経たことを受
け、現在事業者の公募を実施していると
のことでした。令和2年度の5月頃には事

業者が決定され、その提案内容を踏まえ
て法律に基づく手続きを行い、7月頃か
ら11月末まで事業を実施する予定であ
るとのことです。また、令和3年度以降に
つきましても、地域の皆さんや河川敷施
設利用者、公募事業利用者等を対象に
実施するアンケートや、社会実験の結果
を検証したうえで、連絡会での協議を継
続しながら検討していくとの答弁が得ら
れました。
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